
本
町
の
高
齢
化
率
は
約

50
％
で
日
本
で
も
最
高
ク
ラ

ス
だ
が
、
町
を
活
性
化
さ
せ

る
農
林
商
工
業
の
具
体
策
は

な
い
か
。

過
疎
や
高
齢
化
に
加
え
、

三
位
一
体
の
改
革
で
地
方
は

大
変
厳
し
い
状
況
に
追
い
込

ま
れ
、
雇
用
、
収
入
の
場
と

し
て
ウ
ェ
イ
ト
の
高
か
っ
た

公
共
事
業
の
激
減
で
、
他
の

業
種
に
も
影
響
を
与
え
地
域

活
性
力
の
低
下
が
著
し
い
。

特
に
若
者
は
町
外
、
県
外

に
就
労
の
場
を
求
め
る
状
態

に
あ
り
、
産
業
活
性
化
の
具

体
策
は
限
度
が
あ
る
が
農
産

物
の
生
産
か
ら
加
工
、
販
売

の
取
り
組
み
を
強
化
し
定
着

さ
せ
た
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
業
種
で
何
が

で
き
る
か
考
え
る
と
共
に
、

協
力
、
連
携
、
推
進
が
基
幹

作
物
、
少
量
多
品
目
の
農
産

物
の
消
費
拡
大
に
つ
な
が

り
、
地
域
特
有
の
資
源
を
活

用
し
た
交
流
人
口
の
拡
大
が

町
の
活
性
化
に
な
る
と
考
え

る
。事

業
の
発
注
は
地
元
業
者

で
、
買
い
物
は
町
内
で
し
、

地
産
地
消
を
徹
底
す
る
こ
と

が
一
つ
の
案
で
あ
る
。

ま
た
茶
栽
培
、
植
林
の
植

替
、
間
伐
、
有
機
農
業
に
支

援
を
し
活
性
化
に
つ
な
げ
て

も
ら
い
た
い
。

や
る
気
を
起
こ
す
こ
と
が

非
常
に
重
要
で
、
で
き
る
だ

け
の
応
援
は
し
た
い
。

十
七
年
度
に
災
害
が
発
生

し
、
十
九
年
度
で
工
事
完
了

と
聞
く
が
、
大
災
害
に
対
し

十
分
対
応
で
き
る
の
か
。

被
害
状
況
に
よ
り
国
の
基

準
で
経
済
性
、
安
全
性
を
決

定
し
て
い
る
。
予
想
を
上
回

る
災
害
が
発
生
す
る
と
絶
対

に
大
丈
夫
と
は
言
え
な
い
。

工
事
現
場
上
部
の
農
道
に

横
断
側
溝
が
あ
る
。
位
置
・

角
度
は
大
丈
夫
か
。
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問

野
村
安
夫

問

野
　
村

農
道
長
屋
線

問

野
　
村

答

町
　
長

答

町
　
長

答

産
業
建
設
課
長

答

産
業
建
設
課
長

問

野
　
村

交
流
人
口
の
拡
大

活
性
化
の
具
体
策
は

答

側
溝
は
確
か
に
角
度
が
大

き
い
。
町
は
道
路
を
管
理
す

る
義
務
は
あ
る
が
、
受
益
者

も
側
溝
の
掃
除
な
ど
協
力
願

い
た
い
。

11年吾川産業祭「歌謡ショー」大勢の村民が集まり盛況でした（大崎）
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後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
が
運
営
す
る
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
は
、
被
保
険
者
の

資
格
や
給
付
の
事
務
を
市
町

村
が
担
う
よ
う
、
高
齢
者
医

療
確
保
法
施
行
規
則
に
規
定

さ
れ
た
が
3
点
聞
く
。

1
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
創
設
を
は
じ
め
、
高
額
医

療
費
共
同
事
業
の
継
続
な

ど
、
国
保
制
度
の
基
盤
強
化

を
ね
ら
い
と
し
た
見
直
し
と

は
い
う
が
、
医
療
保
険
制
度

間
の
負
担
の
不
均
衡
是
正
の

抜
本
的
な
対
策
と
は
い
い
が

た
い
。

国
保
税
の
条
例
改
正
手
続

き
が
、
事
前
に
国
保
運
営
協

議
会
の
審
議
を
経
て
、
地
方

自
治
法
上
必
要
で
あ
る
の

で
、
今
議
会
に
提
案
さ
れ
る
。

特
別
徴
収
に
係
る
改
正
で
新

た
な
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

分
を
含
め
た
三
区
分
に
係
る

そ
れ
ぞ
れ
の
税
率
等
は
三
月

議
会
と
二
段
階
の
改
正
手
続

き
と
な
る
。

こ
の
制
度
は
四
月
施
行
と

な
る
が
、
住
民
・
被
保
険
者

へ
の
説
明
責
任
を
ど
の
よ
う

な
形
で
果
た
す
の
か
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と

国
保
税
条
例
改
正
に
よ
る
年

金
か
ら
の
特
別
徴
収
は
、
一

月
の
広
報
に
掲
載
と
と
も
に

全
戸
に
チ
ラ
シ
を
配
布
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

は
、
住
民
に
分
か
り
や
す
い

も
の
を
二
月
の
広
報
に
合
わ

せ
て
全
戸
配
布
で
周
知
を
図

る
。国

保
税
も
四
月
の
年
金
か

ら
天
引
き
さ
れ
る
の
で
、
三

月
議
会
後
、
早
い
時
期
に
周

知
し
た
い
。

2
地
方
自
治
体
を
取
り
巻

く
環
境
は
三
位
一
体
改
革
な

ど
に
よ
る
国
庫
負
担
金
の
一

般
財
源
化
や
地
方
交
付
税
の

削
減
が
、
本
町
の
よ
う
な
小

規
模
自
治
体
を
直
撃
し
て
い

る
。新

た
な
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
保
険
料
徴
収
シ
ス
テ
ム

の
導
入
や
既
存
の
住
民
記

録
・
国
保
資
格
・
国
保
税
・

介
護
保
険
シ
ス
テ
ム
な
ど
改

修
費
用
負
担
は
、
国
か
ら
の

財
政
措
置
は
あ
る
が
、
市
町

村
は
多
額
の
超
過
負
担
と
思

う
。現

状
と
今
後
の
事
務
量
や

負
担
増
に
対
す
る
対
応
策

は
。住

基
情
報
提
供
・
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
保
険
料
徴

収
・
国
保
保
険
者
の
各
シ
ス

テ
ム
改
修
や
開
発
の
費
用
は

十
九
年
度
約
二
二
九
一
万

円
。
二
十
年
度
約
九
三
七
万

円
、
合
計
三
二
二
八
万
円
と

な
る
。
国
か
ら
の
財
政
措
置

率
は
約
29
％
で
大
幅
な
一
般

財
源
負
担
と
な
る
。

介
護
保
険
シ
ス
テ
ム
改
修

は
仕
様
変
更
や
制
度
改
正
等

が
相
次
ぎ
、
町
の
財
政
負
担

軽
減
を
図
る
た
め
、
県
内
4

団
体
9
町
村
で
シ
ス
テ
ム
の

共
同
利
用
を
二
十
年
四
月
か

ら
図
る
。

3
生
活
習
慣
病
予
防
の
徹

底
を
図
る
た
め
、
医
療
保
険

者
に
対
し
て
特
定
健
診
・
特

定
保
健
指
導
が
義
務
付
け
ら

れ
実
績
評
価
の
結
果
に
よ

り
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
支
援
金
が
加
算
・
減
算
さ

れ
る
仕
組
み
だ
が
。

国
の
示
す
目
標
達
成
の
見

通
し
は
。

特
定
健
診
実
施
率
は
五
年

後
に
65
％
以
上
、
特
定
保
健

指
導
は
特
定
健
診
で
対
象
の

内
45
％
以
上
が
受
診
と
定
め

ら
れ
た
。

現
在
の
総
合
健
診
の
受
診

率
は
40
％
だ
が
、
二
十
年
度

は
健
診
40
％
以
上
、
保
健
指

導
25
％
以
上
を
目
標
と
し
、

そ
の
後
、
順
次
受
診
率
の
向

上
を
は
か
り
、
最
終
目
標
達

成
に
取
り
組
む
。

問

福
原
克
彦

問

福
　
原

答

町
　
長

答

町
民
課
長

問

福
　
原

答

町
民
課
長

答 広報とチラシで周知

医療制度改革への対応は

実
　
施
　
率

負
　
担
　
増

ゲートボール（川渡）

リハビリ（保健センター・大崎）



コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
効

果
は
理
解
で
き
る
が
、
起
点
、

終
点
が
な
ぜ
大
崎
診
療
所
な

問

若
藤
敏
久
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町
長
に
就
任
し
二
年
が
過

ぎ
た
。
折
り
返
し
の
年
度
予

算
が
提
案
さ
れ
る
が
、
議
会

で
の
林
業
、
農
業
、
環
境
な

ど
の
質
問
に
は
検
討
課
題
も

多
く
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

来
年
度
か
ら
は
実
施
す
る
時

期
と
考
え
る
。

町
づ
く
り
の
具
体
的
な
方

向
を
示
し
、
二
十
年
度
の
予

算
に
反
映
さ
せ
る
方
策
は
。

「
中
津
渓
谷
ゆ
の
森
」「
フ

ー
ド
プ
ラ
ン
」
で
新
た
な
就

労
の
場
が
確
保
さ
れ
た
。
異

業
種
間
の
連
携
を
深
め
、
山

村
な
ら
で
は
の
産
業
が
必

要
。「
安
全
・
安
心
」
を
重

視
し
、
高
齢
者
の
持
つ
技
と

知
恵
を
活
用
し
て
地
域
の
特

産
品
づ
く
り
を
進
め
る
。
茶

は
荒
茶
出
荷
か
ら
製
品
流
通

へ
の
展
開
を
推
進
す
る
。

人
・
物
・
情
報
が
重
要

で
、
支
援
強
化
、
商
品
発
掘
、

情
報
発
信
、
交
流
人
口
拡
大

に
力
を
そ
そ
ぐ
。
地
域
住
民

は
自
ら
取
り
組
む
力
が
必
要

不
可
欠
で
あ
る
。

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で

は
、
地
域
住
民
が
廃
校
を
活

用
し
事
業
に
取
り
組
む
「
し

も
な
の
郷
」
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ビ
ジ
ネ
ス
で
、
こ
れ
に
続

く
動
き
が
芽
を
出
し
始
め

た
。
積
極
的
に
支
援
し
、
活

力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
目
指

す
。地

域
担
当
職
員
制
度
が
平

成
十
八
年
度
よ
り
組
織
さ
れ

た
。
過
疎
地
域
の
高
齢
者
世

帯
を
訪
問
し
、
現
状
を
把
握

し
行
政
施
策
に
活
か
す
制
度

の
成
果
と
今
後
の
計
画
は
。

地
域
の
会
合
、
事
業
に
手

助
け
と
し
て
参
加
し
て
も
ら

え
る
か
。

昨
年
来
、
四
千
世
帯
の
訪

問
で
二
百
件
の
意
見
、
要
望

が
あ
り
対
応
を
検
討
、
実
施

し
施
策
に
反
映
し
て
い
る
。

町
民
に
喜
ば
れ
、
職
員
も
地

域
に
触
れ
行
政
上
に
役
立
つ

と
考
え
る
。

勤
務
内
の
活
動
で
、
時
間

の
制
限
は
あ
る
が
、
住
民
へ

の
一
助
と
考
え
引
き
続
き
世

帯
訪
問
を
中
心
に
活
動
し
て

い
く
。

地
域
の
会
合
、
事
業
へ
の

参
加
は
要
望
が
あ
れ
ば
検
討

し
判
断
す
る
。

検
討
課
題
の
Ｉ
タ
ー
ン
、

Ｕ
タ
ー
ン
、
定
住
、
林
業
の

施
業
改
革
で
職
員
の
活
用
、

地
場
産
品
の
発
掘
、
ブ
ラ
ン

ド
化
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
組

織
づ
く
り
へ
の
対
応
は
。

問

片
岡
政
徳

問

片
　
岡

答

町
　
長

答

企
画
課
長

問

片
　
岡

答

企
画
課
長

答 交流人口の拡大を図る

折り返し点を過ぎた

Ｉ
タ
ー
ン
、
Ｕ
タ
ー
ン
は

一
朝
一
夕
に
解
決
で
き
な

い
。
団
塊
の
世
代
の
受
け
入

れ
や
交
流
人
口
の
拡
大
を
図

る
。林

業
は
、
県
、
国
の
事
業

を
取
り
入
れ
「
森
の
工
場
づ

く
り
」
な
ど
団
地
化
に
よ
り

環
境
づ
く
り
に
も
な
る
。

ブ
ラ
ン
ド
化
へ
の
取
り
組

み
は
、
各
地
域
の
グ
ル
ー
プ

が
連
携
で
き
る
よ
う
支
援
す

る
。情

報
を
集
約
し
町
内
外
へ

の
Ｐ
Ｒ
を
計
画
し
て
い
る
。

産
品
を
お
歳
暮
セ
ッ
ト
に

し
販
売
し
て
い
る
。

配
慮
す
る

タ
ク
シ
ー
会
社
を

圧
迫
す
る
が

答

地
域
担
当
職
員

地
場
産
品

お歳暮セット

の
か
。
仁
淀
、
池
川
地
区
は

総
合
支
所
を
起
点
、
終
点
と

し
、
大
崎
に
は
定
期
バ
ス
を
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利
用
す
れ
ば
よ
り
効
果
的
と

思
う
が
。

大
崎
を
中
心
に
す
る
と
ダ

イ
ヤ
が
組
み
や
す
か
っ
た
。

実
態
は
池
川
方
面
は
土
居
、

仁
淀
方
面
は
森
で
の
乗
降
者

が
ほ
と
ん
ど
で
地
元
の
商
店

や
医
療
機
関
へ
利
用
し
て
い

る
。二

百
円
で
大
崎
ま
で
運
ん

で
く
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
は
、
利
用
者
は
喜
ん
で
い

る
が
、
タ
ク
シ
ー
会
社
を
圧

迫
す
る
。

各
種
会
合
や
懇
親
会
後
に

タ
ク
シ
ー
が
な
く
な
れ
ば
ど

う
な
る
か
。
タ
ク
シ
ー
会
社

も
両
立
で
き
る
対
応
を
。

人
が
動
か
な
い
状
態
が
続

く
と
町
全
体
が
疲
弊
す
る
。

「
往
復
の
タ
ク
シ
ー
代
は
高

い
が
片
道
だ
け
な
ら
」
の
声

も
あ
り
、
用
が
早
く
済
ん
だ

人
は
タ
ク
シ
ー
を
利
用
し
て

い
る
。

バ
ス
の
指
定
管
理
者
制
度

も
タ
ク
シ
ー
会
社
に
協
力
を

願
い
、
共
存
で
き
る
方
法
で

検
討
し
て
い
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
設
置

の
条
件
と
し
て
「
公
共
交
通

の
空
白
地
帯
を
解
消
し
、
地

域
の
福
祉
の
増
進
に
資
す

る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
タ

ク
シ
ー
会
社
を
圧
迫
す
る
こ

と
が
地
域
福
祉
の
増
進
に
な

る
の
か
。

タ
ク
シ
ー
が
な
く
な
れ
ば

困
る
が
、
過
疎
、
高
齢
化
に

手
を
尽
く
さ
ず
衰
退
す
る
恐

れ
も
あ
り
、
活
気
を
呼
び
、

人
を
動
か
す
観
点
か
ら
運
行

に
至
っ
た
。
今
後
は
商
店
も

タ
ク
シ
ー
も
活
性
化
す
る
よ

う
検
討
し
て
い
く
。

答

企
画
課
長

問

若
　
藤

答

企
画
課
長

問

若
　
藤

答

企
画
課
長

問

若
　
藤

答

副
町
長

仁
淀
・
池
川
支
所
へ
も
出
向
け

機
会
を
見
つ
け
て
…

答

副町長副
町
長
の
顔
を
知
ら
な

い
、
話
を
し
た
こ
と
も
な
い

と
言
う
町
民
が
多
い
。
町
民

と
接
す
る
た
め
、
定
期
的
に

仁
淀
、
池
川
両
支
所
に
出
向

く
こ
と
も
必
要
で
は
な
い

か
。住

民
と
の
対
話
や
地
域
の

状
況
を
把
握
す
る
こ
と
は
重

要
だ
が
定
期
的
に
仁
淀
、
池

川
に
は
行
っ
て
い
な
い
。

今
後
は
機
会
を
見
つ
け
地

域
に
出
向
き
、
住
民
と
の
対

話
を
重
ね
、
今
後
の
行
政
に

活
か
し
た
い
。

19年8月から運行が始まったコミュニティバス（池川・堀切バス停）



団
員
、
女
性
防
火
ク
ラ
ブ
、

高
吾
北
消
防
合
計
一
四
八
人

で
実
施
。

消
防
団
員
四
班
体
制
で
避

難
誘
導
や
救
助
訓
練
、
消
火

訓
練
、
女
性
防
火
ク
ラ
ブ
員

の
炊
き
出
し
訓
練
や
土
砂
災

害
の
危
険
性
、
自
主
防
災
組

織
の
講
習
を
行
っ
た
。

午
前
八
時
に
南
海
地
震
が

発
生
し
、
長
者
地
区
に
多
大

な
被
害
と
の
想
定
で
実
施
。

方
面
隊
、
炊
き
出
し
訓
練
の

さ
ぎ
り
会
会
員
、
地
区
住
民

合
計
二
四
八
人
が
参
加
。

農
村
広
場
に
仁
淀
対
策
支

部
を
設
置
し
、
方
面
隊
長
指

揮
の
下
、
住
民
を
無
事
避
難

誘
導
し
た
。

寺
野
地
区
で
長
者
川
か
ら

七
分
団
が
中
継
タ
ン
ク
に
よ

る
放
水
訓
練
を
行
っ
た
。

地
震
が
起
き
た
場
合
、
町

全
体
で
動
け
る
か
。

分
団
と
地
域
と
連
携
し
た

訓
練
が
必
要
で
は
な
い
か
。

災
害
が
起
き
た
場
合
、
す

べ
て
団
長
の
指
示
に
基
づ
い

て
消
防
団
は
動
く
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

分
団
と
地
域
住
民
が
一
緒

に
行
動
し
な
い
と
い
け
な
い

の
で
は
。

そ
の
た
め
に
防
災
訓
練
を

や
っ
て
い
る
。
二
十
二
年
三

月
ま
で
に
全
町
に
自
主
防
災

組
織
を
作
る
よ
う
取
り
組
ん

で
い
る
。

仁 淀 川 町 議 会 だ よ り平成20年2月7日発行 第10号　（10）

各
地
区
で
一
斉
に
行
わ
れ

た
、
防
災
訓
練
の
結
果
は
。

吾
川
地
区
は
、
消
防
団
員
、

女
性
防
火
ク
ラ
ブ
、
地
区
住

民
合
計
二
一
〇
人
が
参
加
。

南
海
・
東
南
海
地
震
を
想

定
し
、
避
難
や
け
が
人
の
救

助
、
応
急
処
置
。
消
防
団
員

の
火
災
消
火
訓
練
や
住
民
の

初
期
消
火
訓
練
及
び
簡
易
担

架
の
作
製
な
ど
を
学
ん
だ
。

女
性
防
火
ク
ラ
ブ
の
炊
き

出
し
訓
練
、
消
防
団
長
に
よ

る
無
線
を
使
っ
た
指
揮
命
令

も
行
っ
た
。

午
前
八
時
に
地
震
が
発
生

し
、
用
居
地
区
に
甚
大
な
被

害
が
あ
っ
た
と
の
想
定
で
実

施
。
用
居
地
区
住
民
、
消
防

問

西
森
久
雄

問

西
　
森

答

総
務
課
長

答
池
川
住
民
課
長

答
仁
淀
住
民
課
長

答

総
務
課
長

問

西
　
森

答

総
務
課
長

問

西
　
森

答

仁
淀
支
所
長

答 自主防災組織を22年3月までに

防災訓練は
地域住民と一緒に

地
域
ご
と
に
行
っ
て
は

意
見
を
聞
い
て

答

茶霧湖まつり「
茶
霧
湖
ま
つ
り
」
は
、

お
盆
に
帰
省
し
た
人
に
は
非

常
に
よ
い
イ
ベ
ン
ト
と
思
う

が
、
一
度
も
行
っ
た
こ
と
の

な
い
人
も
い
る
よ
う
だ
。

昔
の
よ
う
に
各
地
区
で
行

っ
て
は
ど
う
か
。

昭
和
六
十
二
年
に
、
盆
行

事
と
公
園
開
き
を
兼
ね
単
年

度
限
り
で
八
月
に
行
っ
た
。

翌
年
以
降
も
地
区
の
事
情

が
あ
り
、
現
在
ま
で
継
続
し

て
い
る
。

開
催
当
初
か
ら
否
定
的
な

意
見
も
あ
っ
た
が
、
方
針
の

転
換
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

十
九
年
度
の
反
省
会
で

は
、
来
年
度
も
実
施
の
予
定
。

地
域
に
戻
す
の
か
継
続

か
、
親
し
ま
れ
る
祭
り
に
な

る
よ
う
「
実
行
委
員
会
」
に

諮
っ
て
い
き
た
い
。

防災訓練（9月2日　長者農村広場）



町
長
は
長
く
議
員
と
し
て

決
議
文
に
携
わ
っ
て
き
た
と

思
う
が
、
六
月
議
会
で
の
、

十
八
年
三
月
の
ス
ク
ー
ル
バ

ス
事
故
に
関
す
る
決
議
文
に

ど
う
対
応
す
る
か
。

民
事
で
は
、
運
転
手
と
積

極
的
に
情
報
を
共
有
し
、
弁

護
士
と
協
議
し
な
が
ら
裁
判

を
進
め
、
刑
事
で
は
、
バ
ス

を
管
理
す
る
立
場
と
し
て
公

判
を
傍
聴
す
る
な
ど
状
況
を

見
守
っ
て
い
る
。

民
事
で
は
、
刑
事
で
の
結

果
を
受
け
過
失
割
合
で
額
が

決
定
さ
れ
る
。

運
転
手
は
、
高
裁
に
提
出

し
た
新
た
な
証
拠
が
却
下
さ

れ
た
た
め
、
民
事
で
今
一
度

審
議
し
て
も
ら
う
た
め
事
実

関
係
を
争
い
た
い
と
言
っ
て

い
る
。
連
帯
責
任
の
あ
る
町

も
事
実
関
係
を
争
い
、
証
拠
、

証
人
を
大
切
に
し
て
い
く
べ

き
で
は
。

当
初
答
弁
書
に
は
、
町
・

運
転
手
と
も
請
求
の
原
因
、

事
故
の
様
態
等
を
認
め
損
害

額
を
争
う
と
し
、
町
の
方
針

は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
証
言

者
を
無
視
す
る
と
は
思
っ
て

い
な
い
。
刑
事
で
の
状
況
を

見
守
り
な
が
ら
進
め
て
い

く
。十

月
四
日
、
高
松
高
裁
で

傍
聴
し
た
が
、
検
察
側
の
主

張
が
す
べ
て
通
り
、
校
長
、

教
諭
の
証
言
は
全
く
採
用
し

な
い
裁
判
で
あ
る
。
引
き
続

き
上
告
の
行
方
を
見
守
り
た

い
。100

対
0
の
過
失
、
一
夜
で

消
え
た
ブ
レ
ー
キ
痕
、
決
裂

し
た
補
償
交
渉
な
ど
不
思
議

な
証
拠
と
判
決
で
あ
り
、
民

事
で
は
、
判
決
を
受
け
入
れ

る
か
、
和
解
勧
告
が
出
る
か

し
か
な
い
と
思
う
。

そ
の
た
め
に
は
本
請
求
の

原
因
の
究
明
も
必
要
で
は
な

い
か
。

事
実
関
係
が
真
実
か
ど
う

か
は
別
と
し
て
、
裁
判
の
結

果
は
重
く
受
け
止
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

仁 淀 川 町 議 会 だ よ り 平成20年2月7日発行（11） 第10号

町
は
証
人
を
大
切
に
す
る

意
味
で
の
事
実
関
係
の
争
い

方
が
あ
る
と
思
う
が
。

裁
判
の
結
果
を
受
け
止
め

な
け
れ
ば
、
民
事
で
の
解
決

は
つ
か
な
い
と
思
う
。

見
た
ま
ま
、
あ
り
の
ま
ま

の
証
言
を
取
り
上
げ
な
か
っ

た
裁
判
に
非
常
に
シ
ョ
ッ
ク

を
受
け
た
が
、
裁
判
の
結
果

と
い
う
認
識
で
と
ら
え
る
し

か
な
い
。

4
輪
Ａ
Ｂ
Ｓ
装
着
車
で
5

〜
10
㎞
の
速
度
で
タ
イ
ヤ
が

ロ
ッ
ク
す
る
バ
ス
と
裁
判
で

認
定
さ
れ
た
。

町
に
は
、
カ
ー
ブ
や
狭
い

道
路
も
多
い
。
大
切
な
子
ど

も
を
乗
せ
運
行
す
る
の
は
危

険
で
は
な
い
か
。
メ
ー
カ
ー

の
技
術
部
門
に
問
い
合
わ
せ

る
必
要
は
な
い
か
。

問
い
合
わ
せ
て
い
な
い
。

Ａ
Ｂ
Ｓ
装
着
車
が
な
ぜ
ス

リ
ッ
プ
し
た
の
か
非
常
に
不

思
議
に
思
っ
た
。

定
期
点
検
で
異
状
と
の
報

告
は
受
け
て
お
ら
ず
、
安
全

性
に
問
題
は
な
く
走
っ
て
い

る
と
信
じ
て
い
る
。

問

農
本
規
仁

答

町
　
長

問

農
　
本

問

農
　
本

答

町
　
長

答

町
　
長

答

町
　
長

問

農
　
本

問

農
　
本

答

教
育
長

答

教
育
長

見
守
っ
て
い
る

町
は
ど
う
関
与
し
て
い
く
か

答
答

町
　
長

答

教
育
長

ス
ク
ー
ル
バ
ス
事
故
1

18年3月3日、春野町で白バイと衝突事故を起こしたスクールバス


